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（３）計画相談支援について

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するために、サービス等利用計画（

障害児支援利用計画）の作成が必要です。計画作成に係る費用は、申請により全

額公費負担となります。

※ サービス等利用計画とは・・・

さまざまなサービスの利用を通して、ご本人やご家族の希望する生活や目

標を達成するよう計画を作成し支援していきます。指定を受けた事業所の相

談支援専門員が計画を作成し、その計画の見直しや必要なサービスの調整等

も行います。

なお、現在、町で指定している指定特定相談支援事業者・指定障害児相談

支援事業者は、以下のとおりです。

(有)ケアサポートセンタービスケット

上三川町上三川５０６１－１

電話 ０２８５－５６－３２２６ ＦＡＸ ０２８５－５６－０１１８

上三川障がい児・者生活相談支援センター

上三川町上三川５０８２－１５ 上三川ふれあいの家ひまわり内

電話 ０２８５－３８－６８５４ ＦＡＸ ０２８５－３８－６８４１

相談支援事業所 こすもす

上三川町上三川５０２４

電話 ０２８５－５０－９２３２

相談支援事業所 スマイルサポート上三川

上三川町しらさぎ２－１－１

電話 ０２８５－３７－９０８０ ＦＡＸ ０２８５－３７－９０８１


